
阿賀野市規則第４１号 

   阿賀野市財務規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市財務規則（平成１６年阿賀野市規則第５５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「平成２５年」の次に「阿賀野市」を加える。 

 第８５条中第１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、第４号を第２号とする。 

 第１３３条第１項中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

 第２１５条第１項中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

 第２４９条中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市財務規則の規定は、令和６年４

月１日から適用する。 

  

 

 


